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   開     議 

 

 

○鈴木富美子議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、竹田利弘政策推進監から本日の会議を

欠席させてほしい旨の届出がありましたので、

ご報告いたします。 

 ここで、本日の本会議運営について、議会運

営委員会の報告を求めます。 

 平 進介議会運営委員長。 

  （平 進介議会運営委員長登壇） 

○平 進介議会運営委員長 おはようございます。 

 本日の本会議運営について、先ほど議会運営

委員会を開催し、協議いたしましたので、その

結果をご報告いたします。 

 初めに、12月１日の本会議において、各常任

委員会及び予算特別委員会に付託されました議

案等の審査結果を各常任委員会委員長、予算特

別委員会委員長から報告を受け、それぞれ質疑、

討論、表決を行います。 

 次に、本日追加提案されます議案について申

し上げます。 

 追加議案は、議事日程第５号のとおり、一般

議案４件、予算案６件であります。 

 追加議案の審議につきましては、付託議案の

表決終了後に、議長から委員会付託を省略し、

全員による審議を諮っていただき、決定後、提

案説明を受け、１件ごとに質疑、討論、表決を

行います。 

 次に、12月25日で任期満了となります長井市

選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行いま

す。 

 全議案の審議終了後、議長から挨拶を受けて、

定例会を閉会することといたします。 

 以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げ、報告といたします。 

○鈴木富美子議長 本日の会議は、ただいまの議

会運営委員長報告のとおり、配付しております

議事日程第５号をもって進めます。 

 それでは、直ちに本日の会議に入ります。 

 

 

 日程第１ 議案第８７号 指定管理 

 者の指定について外６件 

 

 

○鈴木富美子議長 日程第１、議案第87号 指定

管理者の指定についてから、日程第７、議案第

94号 令和５年度長井市下水道事業会計補正予

算第２号までの７件を一括議題といたします。 

 

 

 総務常任委員会審査報告 

 

 

○鈴木富美子議長 初めに、総務常任委員会の審

査の報告を求めます。 

 鈴木一則総務常任委員長。 

  （鈴木一則総務常任委員長登壇） 

○鈴木一則総務常任委員長 令和５年12月市議会

定例会において、総務常任委員会に付託になり

ました議案２件について、審査いたしました経

過と結果についてご報告申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る12月11日

に開催し、委員全員出席の下、当局関係者の出

席を求め審査をいたしております。 

 それでは、議案第87号 指定管理者の指定に

ついて申し上げます。 

 本案は、アクティオ株式会社を指定管理者に

指定し、長井市旧長井小学校第一校舎の管理を
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行わせるため提案されたものであります。 

 主な質疑について申し上げます。委員からは、

指定管理者は適正な経費節減を常に意識し、利

用者還元につなげているとしているが、市では

それをいつ確認するのか。また、それによって

節約された経費の使い方はとの質疑がなされ、

総合政策課長からは、月１回の指定管理者との

ミーティングで確認する。また、節約された経

費については利用者の利便性向上のために使わ

れることを想定しているとの答弁を受けたとこ

ろであります。 

 また、委員からは、イベントの周知方法はと

の質疑がなされ、総合政策課長からは、インタ

ーネットのホームページ、ＳＮＳによる広報の

ほか、チラシを配布するなど対象の年代に応じ

た効果的な広報に取り組んでいる。また、最新

のチラシを施設前の掲示板に貼り出し、周知に

努めているとの答弁を受けたところであります。 

 さらに、委員からは、利用者アンケートの結

果はとの質疑がなされ、総合政策課長からは、

スタッフが笑顔で対応してくれるので居心地が

よいなど好意的な意見が多い。寄せられた意見

はスタッフ間で共有し、利用者の利便性向上に

努めているとの答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、緊急事態、災害発生時の

対応はとの質疑がなされ、総合政策課長からは、

施設管理者が危機管理責任者となり、警察、消

防などに通報できる体制を整えている。また消

防計画に基づき年２回の消防訓練を実施し、ス

タッフ全員が緊急事態に対応できる体制を整え

ているとの答弁を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第88号 長井市個人番号カード利

用に関する条例の設定について申し上げます。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成25

年法律第27号）第18条に基づく個人番号カード

の利用に関し必要な事項を定めるため提案され

たものであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、総務常任委員会に付託になりました

案件審査の報告を終わります。 

○鈴木富美子議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木富美子議長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 それでは、日程第１、議案第87号 指定管理

者の指定について及び日程第２、議案第88号 

長井市個人番号カードの利用に関する条例の設

定についての２件について、討論の通告があり

ませんので、討論を終結し、順次採決いたしま

す。 

 まず、日程第１、議案第87号 指定管理者の

指定についての１件について、総務委員長の報

告は原案可決であります。 

 総務委員長報告のとおり決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、議案第87号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第２、議案第88号 長井市個人番

号カードの利用に関する条例の設定についての

１件について、総務委員長の報告は原案可決で

あります。 

 総務委員長報告のとおり決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○鈴木富美子議長 起立全員であります。 

 よって、議案第88号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 


